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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端と先端をもち、基端側には試料吸込口となる開口をもつ装置本体と、
　前記装置本体内に設けられて毛細管現象により試料を吸引できる細さをもち、前記装置
本体の先端側でつながり先端側から基端側に延びる２本の流路部分をもち、前記流路部分
の一方は前記試料吸込口に通じ、前記流路部分の他方は前記基端に至らない位置で終端し
ている試料採取用の流路と、
　前記他方の流路部分の終端部に通じる空気穴と、
　前記装置本体の前記空気穴よりも先端側の前記２本の流路部分を一体的に含み、切断部
により前記装置本体の他の部分から切断可能になっている抽出部と、
を備えた試料採取装置。
【請求項２】
　試料として血液を採取し、前記装置本体の基端側から先端側が遠心力の作用する方向に
なるように遠心分離処理を施したとき、前記抽出部には血漿成分又は血清成分がくるよう
に、前記流路における前記抽出部の位置が設定されている請求項１に記載の試料採取装置
。
【請求項３】
　前記一方の流路部分は前記空気穴に相当する位置と前記試料吸込口の間の流路の太さが
他の部分の流路の太さよりも細くなっている請求項１又は２に記載の試料採取装置。
【請求項４】
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　前記切断部は先端側から基端側に向かう方向に沿って等間隔に３つ以上設けられている
ことにより、前記抽出部は２つ以上設けられている請求項１から３のいずれか一項に記載
の試料採取装置。
【請求項５】
　前記抽出部を通る２本の流路部分が等しい太さをもち、それらの２本の流路部分は互い
に切り離すことができるように切断可能に一体化されている請求項１から４のいずれか一
項に記載の試料採取装置。
【請求項６】
　前記流路の内面は親水性になっている請求項１から５のいずれか一項に記載の試料採取
装置。
【請求項７】
　前記流路の内面には血液の凝結を防止する抗凝固剤が設けられている請求項１から６の
いずれか一項に記載の試料採取装置。
【請求項８】
　前記装置本体の前記空気穴が設けられている面には、前記空気穴の先端側部分を覆うカ
バーが設けられている請求項１から７のいずれか一項に記載の試料採取装置。
【請求項９】
　前記他方の流路部分の前記終端部に、毛細管現象により試料を吸引しない断面積を有す
る液溜まり空間が設けられている請求項１から８のいずれか一項に記載の試料採取装置。
【請求項１０】
　前記液溜まり空間は、前記他方の流路部分の前記終端よりも前記装置本体の基端側にあ
る前記一方の流路部分の内部容量以上の内部容量を有する請求項９に記載の試料採取装置
。
【請求項１１】
　前記液溜まり空間の内面は疎水性になっている請求項９又は１０に記載の試料採取装置
。
【請求項１２】
　前記抽出部を通る流路部分のうち、前記抽出部が前記装置本体の他の部分から切断され
る切断部分を通る部分は他の流路部分よりも細くなっている請求項１から１１のいずれか
一項に記載の試料採取装置。
【請求項１３】
　前記装置本体は前記抽出部よりも先端側に前記抽出部よりも幅が広くなった幅広部をも
っている請求項１から１２のいずれか一項に記載の試料採取装置。
【請求項１４】
　下記のステップ（Ａ）から（Ｃ）を含む試料前処理方法。
　（Ａ）請求項１から１３のいずれか一項に記載の試料採取装置を用い、前記試料吸込口
から毛細管現象により前記流路内に試料を吸引するステップ、
　（Ｂ）その後、前記試料採取装置を円盤状のホルダの表面上に基端側を前記円盤の中心
に向けて配置し、前記装置本体の基端側から先端側が遠心力の作用する方向になるように
遠心分離処理を施すステップ、
　（Ｃ）前記遠心分離処理の後、前記抽出部を前記装置本体から切り離して前処理液とと
もに反応容器に入れて前処理を施すステップ。
【請求項１５】
　試料が血液であり、前記ステップ（Ｃ）の後、さらに有機溶媒を添加し、遠心分離処理
を施すことにより除タンパク処理を行う請求項１４に記載の試料前処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料を採取後、遠心操作により必要な一定容量を採取するための試料採取装
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置に関する。その試料採取装置に遠心分離処理を施す際に使用し、又はさらに保管する際
にも使用するホルダにも関する。さらに、その試料採取装置を用いた試料前処理方法にも
関する。その試料には、比重の異なる複数の成分を含む血液等の液体試料が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　従来の数ｍL以上入るような遠沈管に微量の血液を採取し、遠心分離処理をした後、血
球成分が混じらないように上澄みの血漿成分のみをマイクロピペットなどで分取すること
は、試料量が微量であるほど困難になる。
【０００３】
　微量の血液試料に対して血漿成分を採取する装置として、両端が解放されたキャピラリ
からなる微量採血管が使用されている。微量採血管を使用した血漿成分の採取では、微量
採血管に血液を吸引し、パテなどで先端を封じてから別容器に移し入れて遠心分離を行う
。その後、血漿部分と血球部分の界面近傍で採血管を折って切断し、血漿成分だけを別に
用意した容積が定まった毛細管に移し替えることで取り出す。取り出した血漿成分を、適
宜処理した後、ＴＬＣ（薄層クロマトグラフ）、ＬＣ（液体クロマトグラフ）、ＬＣ／Ｍ
Ｓ（液体クロマトグラフ・質量分析装置）、質量分析装置などで分析する。
【０００４】
　遠心分離された血球部分と血漿部分の間にある微量の白血球部分のみを採取することを
目的とした遠心チューブも提案されている（特許文献１参照。）。その遠心チューブは、
太径で大容量の上下２つの溜部の間に細径で小容量の溜部をもっている。下部の大容量溜
部は有底で、上部の大容量溜部は開口により解放されている。その上部解放部から所定量
を採血後、遠心分離すると白血球部分が小容量溜部にくるようになっている。遠心処理後
に微細なガラス管（キャピラリ）を上部解放部より差し込み、小容量溜部にある白血球成
分を採取する。
【０００５】
　ディスクに毛細管を含む幾つかの流路を設け、ディスクを遠心処理して血液の成分を分
離し、試薬と反応させて検出する研究も盛んに行われている。それに用いる器具として、
例えば、一体成形されたチャンバー、流路、リザーバ及び分析用セルを有するディスク形
状部材からなる器具が提案されている（特許文献２参照。）。血液サンプルをその装置に
導入し、遠心処理にかけて血球を血清から分離させ、次いで血清をいくつかの処理工程や
検査にかける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０１－１９９１５９号公報
【特許文献２】特表２００１－５０２７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　薬の開発で実施される前臨床試験において小動物から得られる血液の量は限られている
ため、一匹の個体から薬物動態解析に必要なすべての時刻での採取は難しい。そのため、
投与後の採取時刻を複数匹に分けて、各々から異なった時刻での試料採取を行う。近年の
装置の改良で測定感度が飛躍的に高まり、測定に供する試料量はごく微量で十分になった
。そのため、微量の血液から測定に必要な定容量の血漿又は血清を直接かつ定容量を簡易
に得られるならば、測定に必要な採血量を極めて少なくすることができる。その結果、犠
牲となる動物数を削減させることに貢献できることに加えて、一連の検体を一個体から得
ることによって測定データから個体差変動を除くことができる。更に、臨床試験や医療現
場においても、注射針を使った多量の採血に代えて、耳、手、腹などの末梢血管から簡易
に検体を得ることに応用することが可能であり、幼児や小児あるいは患者への採血による
負担を大幅に軽減することに寄与できる。
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【０００８】
　遠沈管の代わりに上述のような両端が解放された微量採血管などを用いて血液を遠心分
離する際には、必ず一端をパテなどで封をし、別容器にいれる必要がある。本発明が対象
とする試料は、血液に限らず、比重が異なる複数の成分を有する液体試料であれば全て対
象になる。
【０００９】
　本発明は、そのような試料の吸入から遠心分離、分離された所定の試料成分の定容量の
採取を簡単な操作で行なうことのできる試料採取装置と、その専用ホルダ、さらにはその
試料採取装置を用いた試料前処理方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態の試料採取装置は、装置本体内に毛細管現象により試料を吸引する
流路を備えている。装置本体は基端と先端をもち、基端側には試料吸込口となる開口をも
っている。装置本体内に設けられた流路は毛細管現象により試料を吸引できる細さをもち
、装置本体の先端側でつながり先端側から基端側に延びる２本の流路部分をもっている。
それらの流路部分の一方は試料吸込口に通じ、他方は前記基端に至らない位置で終端して
いる。
 
【００１１】
　この試料採取装置は、さらに、毛細管現象により試料を吸引するための空気穴を備え、
その空気穴は前記他方の流路部分の終端部に通じている。
【００１２】
　この試料採取装置は、さらに、所定量の試料を採取するための抽出部を備えている。抽
出部は、装置本体の空気穴よりも先端側の２本の流路部分を含み、切断部により装置本体
の他の部分から切断可能になっている。
【００１３】
　本発明の一実施形態のホルダは本発明の実施形態の試料採取装置に遠心分離処理を施す
際に使用し、又はさらに試料採取装置を保持して保管するための専用のホルダである。こ
のホルダは、円盤状の支持部と、前記支持部の表面上に設けられ、本発明の実施形態の試
料採取装置を、基端側を前記支持部の円盤の中心に向けて配置し、嵌めこんで保持する凹
部と、前記支持部に設けられ、前記支持部を遠心分離機に装着するための装着部と、を備
えている。
【００１４】
　本発明の一実施形態の試料前処理方法は、本発明の実施形態の試料採取装置を用いて試
料に前処理を施す方法であり、下記のステップ（Ａ）から（Ｃ）を含んでいる。
【００１５】
　（Ａ）本発明の実施形態の試料採取装置を用い、試料吸込口から毛細管現象により前記
流路内に試料を吸引するステップ、
　（Ｂ）その後、その試料採取装置を本発明の実施形態のホルダに保持し、前記装置本体
の基端側から先端側が遠心力の作用する方向になるように遠心分離処理を施すステップ、
　（Ｃ）前記遠心分離処理の後、前記抽出部を前記装置本体から切り離して前処理液とと
もに反応容器に入れて前処理を施すステップ。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、パテなどで封止したり、別容器に移したりすることなく、微量試料を
遠心分離して所定の分離成分を試料として抽出できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】試料採取装置の第１の実施例を示す斜視図である。
【図１Ｂ】同実施例における上基板を示す拡大斜視図である。
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【図２Ａ】同実施例における流路の位置をしめす概略平面図である。
【図２Ｂ】同実施例の概略正面図である。
【図３Ａ】同実施例の概略平面図である。
【図３Ｂ】同実施例の概略正面図である。
【図３Ｃ】同実施例において装置本体から切り離された２つの抽出部を示す概略平面図で
ある。
【図３Ｄ】同実施例において２つの抽出部を互いに切り離された状態を示す概略平面図で
ある。
【図４Ａ】試料採取装置の第２の実施例を示す概略平面図である。
【図４Ｂ】同実施例の概略正面図である。
【図５Ａ】試料採取装置の第３の実施例を示す概略平面図である。
【図５Ｂ】同実施例の概略正面図である。
【図５Ｃ】同実施例において装置本体から切り離された抽出部を示す概略平面図である。
【図５Ｄ】同実施例において装置本体から切り離された抽出部をそれぞれの流路部分ごと
に切り離された状態を示す概略平面図である。
【図６Ａ】ホルダの一実施例を示す概略平面図である。
【図６Ｂ】同実施例のＸ－Ｘ'線位置での断面図である。
【図７Ａ】試料採取装置の第４の実施例を示す概略平面図である。
【図７Ｂ】同実施例の概略正面図である。
【図８】試料採取装置の第５の実施例を示す概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　一実施形態の試料採取装置では、試料として血液を採取し、装置本体の基端側から先端
側が遠心力の作用する方向になるように遠心分離処理を施したとき、抽出部には血漿成分
又は血清成分がくるように、流路における抽出部の位置が設定されていることが好ましい
。試料が血液の場合、遠心分離により、２つの流路部分において血球部分が先端側、血漿
成分又は血清成分が基端側になるように分離する。血漿成分又は血清成分を採取するため
に、抽出部は流路部分のうち血漿成分又は血清成分がくる位置に位置決めされている。
【００１９】
　抽出部が血漿成分を採取できるようにするためには、血液試料に抗凝固剤を添加すれば
よい。この試料採取装置を使用して検体から血液を直接採取して血漿を抽出するようにす
るために、流路の内面には血液の凝結を防止する抗凝固剤が設けられていることが好まし
い。抗凝固剤としては、ＥＤＴＡ（エチレンジアミン四酢酸）又はヘパリンなどを流路の
内面にコーティングしておくことができる。
【００２０】
　一方の流路部分での空気穴に相当する位置と試料吸込口の間の流路部分の体積に相当す
る試料が遠心分離の際に空気穴から排出される。その流路部分の太さが他の部分の流路の
太さよりも細くなっている場合には、その流路部分の体積が同じであればその流路部分が
他の部分と同じ太さである場合よりも長くすることができ、試料を吸引により採取する際
の操作性が向上する。さらに、抽出部を切断部で切断して装置本体の他の部分から分割す
る際に、その流路部分のある装置本体部分を持ちやすくなるので、抽出部を装置本体の他
の部分から分割する際の操作性も向上する。
 
【００２１】
　切断部が先端側から基端側に向かう方向に沿って等間隔に３つ以上設けられている場合
には、抽出部を２つ以上設けることができるので、同じ試料片を２つ以上作成することが
できる。また、抽出部を通る２本の流路部分が等しい太さをもち、それらの２本の流路部
分が互いに切り離すことができるように切断可能に一体化されている場合にも、同じ試料
片を２つ作成することができる。同じ試料片を複数作成しておけば、１回目の分析に不具
合が生じた場合にも再分析が可能になる。
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【００２２】
　流路の内面が親水性になっている場合は、試料が血液や水溶液であるときは毛細管現象
により試料を流路内に容易に吸引することができる。この試料採取装置は抽出部を装置本
体から切り離して試料片とするので、試料ごとの使い捨て方式となる。そのため、コスト
の面から材質はプラスチックが好ましい。一般にプラスチックは疎水性であるので、流路
内面を親水性にするために親水性化処理を施す。親水性化処理としては、プラズマ処理や
紫外線照射のほか、親水性ポリマーをコーティングする方法を用いることができる。親水
性化処理としては、これら以外にも通常用いられる方法であれば特に限定はされない。
【００２３】
　装置本体の空気穴が設けられている面には、空気穴の先端側を覆うカバーが設けられて
いることが好ましい。流路に試料を吸入した後、基端側から先端側に向かう方向に遠心力
が働くように遠心分離を施すと、平衡状態になるためいくらかの試料が空気穴から排出さ
れる。空気穴の先端側には抽出部が配置されており、遠心力が先端側に作用するので、排
出された試料は抽出部側に移動しようとする。そこで、空気穴の先端側を覆うカバーが設
けられている場合には、排出された試料が抽出部に付着するのを防ぐことができる。
【００２４】
　また、遠心分離の際の遠心力によって空気穴から試料が排出されること自体を防止する
ようにしてもよい。遠心分離の際に試料が平衡状態になることによって空気穴から試料が
排出されるのは、遠心分離が施される前の状態では、一方の流路部分における試料の端部
の位置と他方の流路部分における試料の端部の位置が異なっており、この状態で遠心分離
が施されて試料が平衡状態となることによって余剰な試料が生じてしまい、その余剰試料
が空気穴が排出されることとなるからである。
【００２５】
　そこで、他方の流路部分の終端部に、毛細管現象により試料を吸引しない太さを有する
液溜まり空間が設けられていてもよい。他方の流路部分の終端部に毛細管現象により試料
を吸引しない太さを有する液溜まり空間を設けると、試料吸入口から吸入される試料は、
液溜まり空間の入口部分で止まることとなる。液溜まり空間の入口部分は空気穴よりも先
端側にあるため、試料吸入口から吸入された試料を空気穴よりも先端側の位置で止めるこ
とができる。この状態で遠心分離を施すと、遠心力によって試料が平衡化されて余剰な試
料が生じても、その余剰試料の少なくとも一部は液溜まり空間に貯留されることとなり、
空気穴から試料が排出されることが抑制される。
【００２６】
　遠心分離が施されて試料が平衡状態となることによって余剰となる試料の量は、他方の
流路部分の終端部よりも基端側にある一方の流路部分の内部容量に等しい。そこで、他方
の流路の終端部に液溜まり空間を設ける場合には、該液溜まり空間は他方の流路の終端よ
りも基端側にある一方の流路部分の内部容量以上の内部容量を有することが好ましい。そ
うすれば、遠心分離で試料が平衡状態となることによって余剰となった試料のすべてを液
溜まり空間に貯留することができるので、空気穴から試料が排出されることを防止するこ
とができる。
【００２７】
　また、前記液溜まり空間の内面は疎水性になっていてもよい。液溜まり空間の内面を疎
水性にすると、液溜まり空間の入口部まできた試料が液溜まり空間内へ入り込みにくくな
り、試料の吸引の際に、液溜まり空間の入口部でより確実に試料を止めることができる。
【００２８】
　また、本発明の試料採取装置は、抽出部を装置本体の他の部分から切断可能であること
を特徴としているが、抽出部を装置本体の他の部分から切断した際、抽出部を通る流路部
分に収容されている試料が、切断された流路端面から漏れてしまうという懸念もある。そ
こで、抽出部を通る流路部分のうち、抽出部が装置本体の他の部分から切断される切断部
分を通る部分は他の流路部分よりも細くなっていることが好ましい。そうすれば、抽出部
を装置本体の他の部分から切断した際に、抽出部を通る流路部分に収容されている試料が
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切断された流路端面から漏れにくくなる。
【００２９】
　装置本体は抽出部よりも先端側に抽出部よりも幅が広くなった幅広部をもっていること
が好ましい。その幅広部に試料に関する情報を記載したり、情報を記載したラベルを貼り
つけたりすることができる。しかし、試料採取装置をより小さくすることが要請される場
合には、このような幅広部を設けないで、先端側の装置本体の幅を抽出部の幅と同程度に
してもよい。
【００３０】
　一実施形態のホルダでは、試料採取装置を保持する凹部は支持部に放射状に複数個が設
けられている。これにより、複数個の試料採取装置に対して同時に遠心分離処理を施すこ
とができるようになる。また、試料採取装置を検体毎に保管するなど、効率的な保管にも
適するようになる。
【００３１】
　さらに、好ましい実施形態のホルダでは、ホルダを遠心分離機に装着するための装着部
は、支持部の中心に設けられた貫通穴をもち、その貫通穴を介して複数枚のホルダが積層
された状態で遠心分離機に装着されるようになっている。複数枚のホルダを積層すること
により、最上層以外のホルダに保持された試料採取装置はその上のホルダにより覆われる
ため、遠心力によって飛び出すことがない。最上層には試料採取装置を保持していない空
のホルダ又は試料採取装置が隠れる程度の大きさを持った板材を蓋として積層すればよい
。
【００３２】
　試料前処理方法の一実施形態として、試料が血液である場合、上記のステップ（Ｃ）の
後、さらに有機溶媒を添加し、遠心分離処理を施すことにより除タンパク処理を行うこと
が好ましい。
【００３３】
　試料採取装置の第１の実施例を図１Ａ－１Ｂ、図２Ａ－２Ｂに示す。
【００３４】
　試料採取装置２は装置本体４を備え、装置本体４は下基板６と上基板８から構成されて
いる。下基板６と上基板８は接合により一体化されて装置本体４を構成している。上基板
８の接合面には試料採取用の流路１０が形成され、下基板６と上基板８が接合されている
ことにより流路１０が装置本体４内に配置されている。
【００３５】
　装置本体４は基端１２と先端１４をもっている。この試料採取装置２は試料を吸引した
後に遠心分離処理を施すものであり、その際に遠心力が基端１２から先端１４の方向に作
用するように、この試料採取装置２が遠心分離機に装着される。装置本体４の基端、先端
という呼び方は、その遠心力の方向を基準に決めている。
【００３６】
　装置本体４は基端側に試料吸込口１６をもっている。試料吸込口１６は装置本体４の基
端１２に設けられた凹部１８内に通じる開口として設けられている。その凹部１８は、試
料採取の際に基端１４を試料、例えば血液、に接触させたときに試料が試料吸込口１６か
ら吸引されるのを容易にするためのものである。
【００３７】
　流路１０は毛細管現象により試料を吸引できる細さをもっている。流路１０は装置本体
４内の先端側の連結部２０でつながり、先端側から基端側に延びる２本の流路部分１０ａ
、１０ｂをもっている。一方の流路部分１０ａは導入流路１０ｃをもち、その導入流路１
０ｃが試料吸込口１６に通じている。他方の流路部分１０ｂは基端１２に至らない位置で
終端し、その終端位置には毛細管現象により試料を流路１０に吸引する際の空気排出口と
なる空気穴２２が設けられている。空気穴２２は上基板８を貫通した貫通穴として形成さ
れている。
【００３８】
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　導入流路１０ｃは流路部分１０ａの他の部分よりも細くなっている。
【００３９】
　流路部分１０ａにおける導入流路１０ｃの先端側の端の位置と流路部分１０ｂの基端側
の端の位置は、ほぼ一致するように設定されている。流路１０に毛細管現象により試料を
吸入すると、試料はほぼ流路１０の全体にわたって吸入される。その試料に対し遠心分離
処理を施すと、先端側から空気穴２２の位置までの流路１０に試料が残るので、流路部分
１０ａと１０ｂが試料で満たされ、流路部分１０ｃが空になった状態で試料を採取するこ
とができる。
【００４０】
　装置本体４は幅の狭い基端側の採取部２４と、採取部２４よりも幅の広い幅広部２６か
らなっている。
【００４１】
　採取部２４には、空気穴２２よりも先端側の位置に切断部２８により切断可能になって
いる抽出部３０が設けられている。切断部２８はこの実施例では装置本体４の他の部分よ
りも薄くなった溝であり、抽出部３０は互いに平行な２つの切断部２８により画定されて
いる。切断部２８は採取部２４の長手方向（基端１２から先端１４に至る方向）に直交す
る方向に形成され、採取部２４の全幅に及んでいる。抽出部３０には２本の流路部分１０
ａ，１０ｂが含まれる。切断部２８はこの実施例のような溝に限らず、その部分の幅が狭
くなっているなど、指先で折ることができるように、その部分の強度が弱くなっていれば
よい。
【００４２】
　切断部２８としての溝は、この実施例のように採取部２４の上下、すなわち表面側と裏
面側、の両方に形成されているのが好ましい。
【００４３】
　流路部分１０ａと１０ｂは全長にわたって太さが均一である必要はなく、例えば幅広部
２６の流路１０を採取部２４の流路１０よりも太くすることにより幅広部２６の長さを短
くすることができる。この実施例と次の第２の実施例においては、抽出部３０は２つの流
路部分１０ａと１０ｂが存在したままで分析用試料に供されるので、抽出部３０における
流路部分１０ａと１０ｂの太さは等しい必要はないが、等しくする方が設計が容易である
。ただし、後で示す第３の実施例では抽出部３０における流路部分１０ａと１０ｂが切り
離されてそれぞれが分析用試料となるので、その場合には抽出部３０における流路部分１
０ａと１０ｂの太さは等しい方が好ましい。
【００４４】
　採取部２４で抽出部３０が配置されている位置は基端部側にあるので、採取した試料に
遠心分離処理を施したとき、抽出部３０には遠心分離された比重の小さい方の成分が位置
する。例えば、試料として血液を採取し、この装置本体２の基端側から先端側が遠心力の
作用する方向になるように遠心分離処理を施したとき、抽出部３０には血漿成分又は血清
成分がくるように、流路１０における抽出部３０の位置が設定されている。
【００４５】
　抽出部３０は少なくとも１つあればよい。この実施例では、切断部２８が先端側から基
端側に向かう方向に沿って等間隔に３つ設けられていることにより、抽出部３０は２つ設
けられている。抽出部３０が３つ以上になるように切断部２８を設けてもよい。抽出部３
０が複数あれば、同じ試料による分析を複数回実行できるので、１回目の分析が不良であ
った場合の再分析などに好都合である。得られる複数の抽出部３０は、再分析においても
定量分析ができるように同じ長さをもち、内部の流路１０に収容された試料量が等しくな
っている。
【００４６】
　幅広部２６はこの試料採取装置に採取された試料の名称や番号などの識別情報を記入し
たり、その識別情報を記入したラベルを貼りつけたりできる程度の大きさをもっている。
幅広部２６はまた、この試料採取装置をもつ際の把持部としても使用できる。
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【００４７】
　この実施例では、幅広部２６の厚さは採取部２４の厚さよりも厚くなっているので、幅
広部２６をつかみやすくなる。しかし、幅広部２６と採取部２４が同じ厚さであってもよ
い。
【００４８】
　採取部２４において、空気穴２２が設けられている面には、空気穴２２の先端側部分を
覆うカバー３２が設けられている。カバー３２は空気穴２２の先端側の上方を被い、空気
穴２２の基端側を解放するように、空気穴２２の先端側の位置から空気穴２２の先端側の
上方に至るように構成されている。カバー３２を設けることにより、遠心分離処理の際に
流路１０から空気穴２２を経て外部に排出される試料が先端側に飛散するのを防止するこ
とができる。空気穴２２の先端側の位置には抽出部３０が配置されているので、抽出部３
０の表面に試料が付着するのを防止することができる。
【００４９】
　試料採取装置２は例えば樹脂材料により構成されている。その樹脂材料は特に限定され
るものではないが、例えばＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）、ＰＭＭＡ（ポリメタク
リル酸メチル樹脂）、ＰＰ（ポリプロピレン樹脂）、ＰＣ（ポリカーボネート樹脂）、Ｐ
ＶＡ（ポリビニルアルコール）などを用いることができる。
【００５０】
　下基板６と上基板８の接合方法も特に限定されるものではないが、例えば、下基板６と
上基板８を加熱することより貼り合せる方法、又は下基板６と上基板８の互いに接合され
る面をプラズマ処理により活性化して貼り合せる方法などを採用することができる。
【００５１】
　流路１０は吸入口１６から毛細管現象により液体試料を吸入するものであるため、流路
１０の断面積は毛細管現象を起こす細さであるだけでなく、試料が血液又は水溶液である
場合には流路１０の内面が親水性である必要がある。上に例示した樹脂材料は疎水性であ
るので、流路１０内面と吸入口１６は親水性になるように処理されていることが好ましい
。
【００５２】
　試料が血液である場合、血液を検体から直接吸引し、遠心分離により抽出部３０に血漿
を採取するために、流路１０の内面には血液の凝結を防止する抗凝固剤が設けられている
ことが好ましい。抗凝固剤は流路１０の内面に親水性ポリマーをコーティングした後、そ
の上からコーティングしても良い。
【００５３】
　この試料採取装置２は、遠心分離後に抽出部３０を分析に供するために、抽出部３０が
装置本体４から切り離される。そのため、図３Ａ、図３Ｂの概略図に示される装置本体４
の状態から、図３Ｃに示されるように２つの抽出部３０がつながった状態でその両端の切
断部２８で装置本体４から分離される。その後、図３Ｃに示されるように２つの抽出部３
０がその間の切断部２８で互いに分離され、個別の２つの抽出部３０となる。切断部２８
で分離するには、装置本体４を切断部２８の位置で指先で折る。このようにして、１つの
装置本体４から２つの分析用試料を得ることができる。
【００５４】
　図４Ａ、図４Ｂは第２の実施例を表わす。第１の実施例と比較すると、抽出部３０の数
が１つになっている点で異なる。他の構成は第１の実施例と同じである。この実施例でも
空気穴２２の先端側から上方を覆うカバー３２を設けるのが好ましい。
【００５５】
　図５Ａ、図５Ｂは第３の実施例を表わす。第２の実施例と比較すると、抽出部３０が、
流路１０ａが通る部分３０ａと流路１０ｂが通る部分３０ｂに分離できるようになってい
る点で異なる。他の構成は第２の実施例と同じである。抽出部３０が部分３０ａと部分３
０ｂに分離できるようにするために、抽出部３０には流路１０ａ、１０ｂに沿った長穴３
４，３４によって装置本体４の材料の一部が残存した切断部３６が設けられている。
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【００５６】
　抽出部３０は遠心分離後に分析に供するために、図５Ｃに示されるように装置本体４か
分離される。抽出部３０を装置本体４から分離するために、まず装置本体４を切断部２８
の位置で指先で折る。さらに、図５Ｄに示されるように、抽出部３０を切断部３６で折る
ことにより、部分３０ａと部分３０ｂを相互に分離する。このようにして、１つの抽出部
３０から２つの分析用試料を得ることができる。
【００５７】
　この実施例においては、流路部分１０ａを含む部分３０ａと流路部分１０ｂを含む部分
３０ｂがそれぞれ分析用試料となるので、再分析などにおいて定量性を確保するためには
、抽出部３０における流路部分１０ａと１０ｂの長さと太さを等しくしておくのがよい。
【００５８】
　この実施例でも空気穴２２の先端側から上方を覆うカバー３２を設けるのが好ましい。
【００５９】
　これらの実施例において、流路１０ａ、１０ｂは毛細管力により液体を吸引できるよう
に、例えば、幅が０．６ｍｍ、深さが１ｍｍである。もちろん、これらの寸法は一例であ
り、毛細管力により液体を吸引できる寸法であればよい。流路１０ａ、１０ｂの長さは吸
引しようとする試料量によって設定すればよいが、例えば流路１０ａと１０ｂの合計長さ
は２５ｍｍである。流路１０ｃの幅と深さは流路１０ａ、１０ｂよりは小さい。各流路表
面は親水化処理が施されている。
【００６０】
　例えば血液の定量分析を行う場合は、試料量としては例えば１０μLが適量とされてい
る。そのため、抽出部３０又は３０ａ，３０ｂは、それに含まれる流路１０又は１０ａ，
１０ｂに採取される血漿又は血清の量が１０μLとなるようにサイズを設定しておくのが
好ましい。さらに、採取した試料を前処理するために抽出部３０又は３０ａ，３０ｂを遠
心分離機に装着する遠沈管などの反応容器に投入する場合には、抽出部３０又は３０ａ，
３０ｂの大きさも使用する反応容器に投入できる大きさに設定しておくのが好ましい。
【００６１】
　図７Ａ、図７Ｂは第４の実施例を表わす。この実施例の特徴は、流路部分１０ｂの終端
部に液溜まり空間１０ｄが設けられている点にある。液溜まり空間１０ｄは、毛細管現象
によって液を吸引しないような大きさの断面積を少なくともその入口部分（液溜まり空間
１０ｄの先端側端部）にもち、空気穴２２はこの液溜まり空間１０ｄの基端側端部に通じ
ている。液溜まり空間１０ｄは、流路部分１０ａの導入流路１０ｃのうち空気穴２２より
も基端側（図において上側）にある部分の内部容量以上の内部容量を有する。
【００６２】
　液溜まり空間１０ｄの入口部の断面積は、例えば流路部分１０ｂの他の部分の断面積の
２倍以上である。液溜まり空間１０ｄの入口部の断面寸法の一例は、幅が３ｍｍ、深さが
１．５ｍｍ程度である。
【００６３】
　流路部分１０ｂの終端部にかかる液溜まり空間１０ｄを設けることの利点として、次の
ことが挙げられる。
【００６４】
　まず、液溜まり空間１０ｄは毛細管現象によって試料を吸引しないため、試料吸入口１
６から吸引された試料は、空気穴２２の位置まで達することなく、液溜まり空間１０ｄの
入口部分で停止することとなる。これにより、抽出部１０内に採取される試料の量を増や
すことなく、流路部分１０ａ，１０ｂ内への試料採取量を確保することができる。
【００６５】
　さらに、試料吸入口１６から吸引された試料は液溜まり空間１０ｄの入口部分で停止す
るため、遠心分離が施される前では、液溜まり空間１０ｄ内に試料がない状態となる。な
お，液溜まり空間１０ｄの内面を疎水性にすることで、液溜まり空間１０ｄの入口部分に
おいて、より確実に試料を停止させることができる。この状態で遠心分離が施されると、
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試料が平衡状態となることによって余剰となった試料は液溜まり空間１０ｄ内に貯留され
る。液溜まり空間１０ｄの内部容量は、流路部分１０ａの導入流路１０ｃのうち空気穴２
２よりも基端側（図において上側）にある部分の内部容量以上であるため、余剰となった
試料のすべてが液溜まり空間１０ｄ内に貯留されることとなる。これにより、余剰となっ
た試料が流路部分１０ｂから溢れ出て空気穴２２から排出されることを抑制することがで
きる。
【００６６】
　なお、この実施例では示されていないが、この実施例においても、図１Ｂに示されてい
るような、空気穴２２からの試料の飛散を防止するためのカバー３２を設けてもよい。ま
た、上記第２の実施例のように、抽出部３０の数は１つであってもよい。さらには、上記
第３の実施例のように、抽出部３０が、流路１０ａが通る部分３０ａと流路１０ｂが通る
部分３０ｂに分離できるようになっていてもよい。
【００６７】
　図８は第５の実施例を表わす。この実施例の特徴は、２本の流路部分１０ａ，１０ｂの
うち、抽出部３０（図８では３０ａと３０ｂ）を切断するための切断部２８を通過する部
分１０ｅ，１０ｆが、抽出部３０（図８では３０ａと３０ｂ）を通過する他の部分よりも
細くなっている点にある。その細くなっている流路部分１０ｅ，１０ｆの断面積は、例え
ば、流路部分１０ａ，１０ｂのうち抽出部３０を通過する他の部分の断面積の１／２以下
であり、例えば幅が０．４ｍｍ、深さが０．６ｍｍ程度である。その他の構成は上記第１
から第４の実施例のいずれかと同様の構成でよい。
【００６８】
　２本の流路部分１０ａ，１０ｂのうち、抽出部３０（図８では３０ａと３０ｂ）を切断
するための切断部２８を通過する部分１０ｅ，１０ｆが、抽出部３０（図８では３０ａと
３０ｂ）を通過する他の部分よりも細くなっていることにより、抽出部３０（図８では３
０ａと３０ｂ）を切断した際に、流路端面から試料が漏れにくくなる。結果として抽出部
３０の定量性も向上する。
【００６９】
　本発明の実施形態のホルダ４０は、図６Ａ、図６Ｂに示されるように、円盤状の支持部
４２に試料採取装置２を嵌め込んで保持する複数個の凹部４４が放射状に配置されて形成
されたものである。図６Ａ、図６Ｂでは１つの凹部４４に試料採取装置２が嵌め込まれた
状態を示している。このホルダ４０を遠心分離処理に使用する際、又は試料採取装置２を
保管するために使用する際には、一般には複数個又は全ての凹部４４に試料採取装置２を
嵌め込んで保持する。凹部４４の数は特に限定されるものではなく、この実施例では１５
個としているが、任意に決めることができる。試料採取装置２をより多く保持できるよう
にする方が、一度の遠心分離操作で処理できる試料採取装置２の数が多くなり、また、ホ
ルダ４０に試料採取装置２を保持した状態で保管する場合には、より少ないスペースに多
くの試料採取装置２を保管できるので、好都合である。
【００７０】
　ホルダ４０を遠心分離機に装着するために、中心部に装着部としての穴４６が開けられ
ている。穴４６の形状は遠心分離機の回転軸の形状に対応しており、回転軸に嵌め込まれ
ることにより回転軸とともに回転できるようになっている。装着部の穴４６の形状は遠心
分離機に対応して決められる。遠心分離機が支持部４２の周辺部に対応する位置に位置決
め用のピンを備えたものであれば、ホルダ４０は中心部の穴として回転軸を通すための円
形の穴をもち、周辺部に位置決め用のピンに対応した位置に切欠きをもつようにすること
ができる。
【００７１】
　ホルダ４０の凹部４４の平面形状は、図６Ａの左部分に示されているように試料採取装
置２の形状に対応したものである。凹部４４の方位は、保持された試料採取装置２の基端
と先端を結ぶ方向がホルダ４０の半径方向となり、試料採取装置２の基端側がホルダ４０
の中心方向を向き、試料採取装置２の先端側がホルダ４０の半径方向の外側を向くように
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設定されている。
【００７２】
　凹部４４の深さは、保持された試料採取装置２が凹部４４から脱離しない厚さであれば
、試料採取装置２の厚みよりも浅くてもよい。この実施例では、図６Ｂに示されるように
、凹部４４の深さは試料採取装置２の厚みと同じか、それよりも僅かに深くしている。凹
部４４の深さを試料採取装置２の厚みよりも深くすればするほど、ホルダ４０に試料採取
装置２を保持して、ホルダ４０を厚み方向に積み重ねたとき、試料採取装置２とその上に
重ねられたホルダ４０の底面との間に無駄な空間が生じる。そのため、凹部４４の深さは
、この実施例のように、試料採取装置２の厚さに等しいか、それより僅かに深い程度が好
ましい。
【００７３】
　凹部４４には、試料採取装置２を保持したときに幅広部２６に相当する部位に貫通穴４
８が形成されている。貫通穴４８は、試料採取装置２をホルダ４０に保持する際、又は遠
心処理の後、ホルダ４０から試料採取装置２を取り出す際に利用される。
【００７４】
　ホルダ４０の材質は特に限定されない。試料採取装置２と同じ材質としてもよい。
【００７５】
　試料採取装置２を保持した状態のホルダ４０を複数枚重ね、一番上には試料採取装置２
を保持していない空のホルダ４０を重ねて、遠心分離機に装着する。遠心分離機を作動さ
せてホルダ４０を回転させたとき、試料採取装置２には回転の中心から外向きに遠心力が
働くが、凹部４４内の試料採取装置２にはその上に重ねられたホルダ４０の底面があるの
で、試料採取装置２がホルダ４０から遠心力方向に飛び出すことはない。
【００７６】
　遠心処理後の試料採取装置２をホルダ４０に保持した状態で冷凍保管することができる
。ホルダ４０に試料採取装置２を保持した状態も円盤状であるので、試料採取装置２を保
持したホルダ４０を積み重ねて保管することができる。
【００７７】
　次に本発明の実施形態の試料採取装置を用いて試料を採取し、分析試料とするための試
料前処理方法の一実施例について述べる。
【００７８】
　この試料前処理方法は下記のステップ（Ａ）から（Ｃ）を含む。
　（Ａ）上述の試料採取装置２を用い、試料吸込口１６を試料、例えば血液、に接触させ
る。試料は毛細管現象により導入流路１０ｃから流路１０ａから流路１０ｂへと吸引され
、空気穴２２まで吸入される。
【００７９】
　（Ｂ）その後、試料採取装置２をホルダ４０に保持し、そのホルダ４０を重ねて遠心分
離機に装着して試料に遠心分離処理を施す。この遠心分離処理では、装置本体４の基端１
２側から先端１４側の方向に遠心力が作用し、試料が血液の場合には血球成分が流路１０
ａ、１０ｂの先端側に集まり、基端側の抽出部３０のある領域に血漿又は血清が集まる。
【００８０】
　（Ｃ）遠心分離処理の後、抽出部３０、３０ａ、３０ｂを装置本体４から切り離して前
処理液とともに遠沈管などの反応容器に入れて前処理を施す。
【００８１】
　さらに、試料が血液である場合、タンパク質が分析の障害になる場合には、前処理とし
て、除タンパク処理も行う。除タンパク処理は、上記のステップ（Ｃ）の後、さらに反応
容器に有機溶媒を添加してタンパク質を有機溶媒に溶解させ、遠心分離処理を施すことに
より行うことができる。この処理により、タンパク質を溶解した有機溶媒が血漿又は血清
から分離され、血漿又は血清からタンパク質が除かれる。
【符号の説明】
【００８２】
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　　　２　　　試料採取装置
　　　４　　　装置本体
　　１０　　　流路
　　１０ａ、１０ｂ　　　流路部分
　　１０ｃ　　　導入流路
　　１２　　　基端
　　１４　　　先端
　　１６　　　試料吸込口
　　２２　　　空気穴
　　２８　　　切断部
　　３０，３０ａ，３０ｂ　　　抽出部
　　３２　　　カバー
　　３６　　　切断部
　　４０　　　ホルダ
　　４２　　　支持部
　　４４　　　凹部
　　４６　　　装着部としての穴

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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